
総務部施設管理課運転用サングラスの購入仕様書 

 

１ 目的 

   この仕様書は、奈良県広域消防組合消防本部総務部施設管理課（以下「発注者」とい

う。）が行う総務部施設管理課運転用サングラスについて必要な事項を定めるものとす

る。 

 

２ 納入場所 

   奈良県橿原市慈明寺町 149番地の３ 

奈良県広域消防組合消防本部 総務部施設管理課 

 

３ 納入期限 

   令和７年９月９日 

 

４ 購入物品・数量及び業務概要 

・Coleman COV01-1 跳ね上げ式偏光オーバーサングラス又は同等品 100個 

※日本産業規格（JIS）が規定する昼間の運転に適したもので、視感透過率が８％を

超え、可視光線透過率が 20％のもの。 

※眼鏡の上から着用できるオーバーサングラスであり、跳ね上げ式で容易に視界を

確保できるもの。 

※対応眼鏡のサイズが幅 130ｍｍ×縦 40ｍｍのもの。 

※最新年度に製造された新品を納入すること。 

※同等品を指定する場合は、同等品承認期間中に「同等品承認申請書」を発注者に提

出し、承認を受けること。承認を受けない物品の納品は認められません。 

  

５ 業務の完了 

    物品納入時に受注者が立ち合いのうえ検品を行い、合格もって業務の完了とする。 

 

６ 支払い条件 

    業務完了後、受注者の適法な請求を受理した日から 30日以内に発注者が受注者の

指定する口座へ振り込むこととする。 

 

７ 見積単位及び落札者決定の方法等 

   ・購入する物品の総額を記載した消費税を含まない金額を記載した見積書を提出す

ること。 



   ・落札者の決定は、見積金額に消費税を加算した額（当該金額に１円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てた額とする。）をもって落札価格とするので、消

費税にかかる課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約

希望金額の 110分の 100に相当する金額を見積書に記載すること。 

   ・見積金額には、本業務にかかる費用（納入に関わる費用を含む。）を含めるもの

とする。 

 

８ その他 

   ・受注者は、納入後１年以内に設計及び製作上の不良による故障が発生した場合は

無償にて修理又は交換を行うこと。ただし、メーカー保証のあるものは除く。ま

た、構造或いは製作に関わる技術に起因する不備欠陥については保証期間後におい

ても無償にて修理又は交換を行うこと。 

   ・本仕様書に記載されていない事項で機能上当然必要となるものは装備することと

し、本業務において疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議し決定するものと

する。 

   ・契約後、受注者は速やかに見積明細書を提出すること。 


